
 

 

国立大学法人小樽商科大学自動車の運行管理に関する要項 

 
                          （平成１７年５月２５日制定） 

                             

 （目的） 

第１条 この要項は，国立大学法人小樽商科大学職員が職務のため本学所有の自動車（以

下「公用車」という。）を自ら運転し，使用する場合に必要な事項を定め，もって職務の

円滑な遂行を図るとともに，公用車の管理及び事故防止に万全を期することを目的とす

る。 

 （管理責任者） 

第２条 公用車の運行及び管理のため管理責任者を置き，会計課長をもって充てる。 

 （管理責任者の職務）  

第３条 管理責任者は，次の事務を処理するものとする。 

 (1) 公用車の使用の承認に関すること。 

 (2) 公用車の鍵の保管及び管理に関すること。 

 (3) 公用車の定期点検及び機能の確認に関すること。 

 (4) その他公用車の運行及び管理のため必要な事項に関すること。 

２ 前項の事務は，会計課会計係において行う。 

 （使用範囲等）  

第４条 公用車は，本学の管理運営上及び教育研究上必要な用務のため使用するものとす

る。 

２ 公用車の使用範囲は，次のとおりとする。 

 (1) 本学施設又は関係機関等への事務連絡等に使用するとき。 

 (2) 本学への来客等の送迎に使用するとき。 

 (3) 本学の教育又は研究に使用するとき。 

 (4) 本学の行事に使用するとき。 

 (5) その他管理責任者が必要であると認めたとき。 

 （運転者の条件及び登録申請手続等）  

第５条 公用車の運転をする者（以下「運転者」という。）は，第一種自動車運転免許取得

後３年以上の運転経験を有する者とする。 

２ 各課長（以下「各課の長」という。）は，職務を遂行する上で公用車を使用する場合は，

あらかじめ当該所属職員を運転者として登録し，公用車の運転業務を職務として従事さ

せることができる。 

３ 各課の長は，運転者を登録しようとする場合は，別紙様式１に登録しようとする運転

者の運転免許証の写しを添付のうえ，管理責任者に申請し，承認を受けなければならな



 

 

い。 

４ 前項の申請は毎年度当初に行うものとする。ただし，年度の途中において新たに運転

者を登録する必要が生じた場合については，その都度申請するものとする。 

５ 各課に所属する職員以外の者が，職務のため公用車を使用する必要が生じた場合は，

別紙様式１に登録しようとする運転者の運転免許証の写しを添付のうえ，管理責任者に

申請し，承認を得なければならない。 

６ 運転者の登録有効期限は，申請のあった年度の年度末までとする。 

 （運転者の遵守事項）  

第６条 運転者は，次の事項を遵守するものとする。 

 (1) 運転に際しては，常に法令等を厳守し安全運転に心掛けること。 

 (2) 公用車の異常又は故障を発見したときは，会計課会計係に報告すること。 

 (3) 公用車を使用する際は，常に車内の美化・整理整頓に心掛けること。 

 （事故の措置）  

第７条 運転者は，公用車の運行中事故に遭った場合には，直ちに必要な措置を講ずると

ともに，管理責任者に報告し指示を受けなければならない。 

２ 前項の報告を受けた場合には，管理責任者は可能な限り現場に急行して現場検証に立

ち会うとともに，事故の原因を詳細に調査しなければならない。 

３ 事故に遭った運転者は，現場において，被害者又は加害者，保険会社職員等の関係者

に対して事故の責任等，又は損害賠償に関して一切の取決めをしてはならない。 

 （弁償）  

第８条 運転者は，公用車運転中において故意又は重大な過失により公用車又は備付けの

設備，備品等を損傷したときは，相当代金をもって弁償しなければならない。 

 （給油及び記録報告）  

第９条 運転者は，管理責任者の指示するところにより，運行に支障のないよう燃料等を自

ら補給しなければならない。 

２ 運転者は，公用車の使用後，備付けの別紙様式２による運転日誌に必要事項を記入する

ものとする。 

   附 則 

１ この要項は，平成１７年５月２５日から施行し，平成１７年４月１日から適用する。  

２ 小樽商科大学官用車の運行管理に関する要項（平成１０年７月１日制定）は，廃止す   

る。  

   附 則 

 この要項は，平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要項は，平成２４年１０月１日から施行する。 



 

 

   附 則 

 この要項は，平成２６年１０月１日から施行する。 

 附 則 

 この要項は，令和元年５月１日から施行する。 

 

  



 

 

別紙様式１ 

 

自動車運転に係る（登録）申請書 

 

                               年 月 日 

管理責任者 殿 

 

                     所   属 

                     課長等氏名 

 

 国立大学法人小樽商科大学自動車の運行管理に関する要項第６条第２項又は第３項に基

づき，下記のとおり申請します。 

 

記 

 

職   名 氏   名 運転免許取得年月日 備  考 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ※運転免許証の写しを添付すること。 


